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現場代理人、主任・監理技術者等の兼務に関する留意事項

１　現場代理人の兼務について
⑴　現場代理人は、常駐を要することから、特別な場合を除いて他の工事と重複して現場代理人となることはできません。
⑵　営業所における専任の技術者（以下「営業所の専任技術者」という。）及び経営業務の管理責任者は、現場代理人となることはできません。
⑶　同一工事に限り、現場代理人と主任技術者又は監理技術者は、兼務することが可能です。
⑷　特別な場合として、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事を同一の場所において施工する場合（例：県発注工事とそれに関連する町発注工事、下水道工事と同時埋設する上水道工事）は、次の要件を全て満たすことを条件に兼務を認めますので、「現場代理人兼務届」を契約監理課まで提出してください。三木町以外の発注者については、受注者で確認してください。
①　発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること。
②　兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。
③　兼務する２件の工事の担当課が兼務を了承していること。

２　主任技術者の兼務について
[bookmark: _Hlk193964608]⑴　原則として、いずれも請負金額4,500万円（建築一式工事の場合は9,000万円）未満の工事である場合にのみ、兼務できます。
⑵　主任技術者の専任が必要な工事においても、特別な場合として、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事を同一の場所において施工する場合（例：県発注工事とそれに関連する町発注工事、下水道工事と同時埋設する上水道工事）は、次の要件を全て満たすことを条件に兼務を認めますので、「主任技術者兼務届」を契約監理課まで提出してください。三木町以外の発注者については、受注者が書面による承諾を得てください。
①　発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること。
②　兼務するいずれかの工事現場に配置されていること。
③　兼務する２件の工事の担当課が兼務を了承していること。

３　監理技術者の兼務について
⑴　建設業法第26条第３項に規定する専任特例１号または２号に該当する場合、監理技術者は２件まで工事現場を兼務することができます。
⑵　兼務要件については、建設業法及び国土交通省四国地方整備局発行「建設業法のポイント」でご確認ください。

[bookmark: _Hlk193965482]４　営業所技術者等の兼務について
⑴　令和６年12月13日施行の改正建設業法により、営業所技術者等が専任を要する主任技術者等を兼務することができるようになりました。（建設業法第26条の５）
⑵　兼務要件については、基本的に上記専任特例１号と同じですが、以下のとおり異なる点がありますのでご注意ください。
①　その営業所において契約締結された工事であること。
②　工事現場の数が１であること。
③　工事現場までの距離は、「営業所から工事現場」間の距離とすること。
④　人員の配置を示す計画書には「所属営業所名」「契約締結営業所名」を記載すること。
⑤　営業所技術者等が、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

５　その他
⑴　配置技術者等については、適正な施工確保を阻害するおそれがあることから、病休、死亡、退職などの極めて特別な理由があると認める場合を除き、原則、工期途中での交代を認めておりません。
[bookmark: _GoBack]⑵　各種書類への虚偽記載や、前記の留意事項に違反した場合は、指名停止等の措置を行うことがあります。

